
DPC レセプトのコーディングデータに係る取扱いについて（お知らせ） 
 
 DPC レセプトについては、平成 20 年 10 月 10 日付けの厚生労働省保険局医療課長通知（保

医発第 1010001 号）により「厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領につい

て」の一部が改正され、平成 21 年 1 月診療分以降、DPC レセプトに包括評価部分に係る診療

行為の内容がわかる情報（以下「コーディングデータ」という。）を添付するという取扱いが示

されたところです。 
 これに伴い、DPC レセプト及びコーディングデータについて、審査支払機関では下記のとお

り取扱いますのでお知らせいたします。 
 なお、この取扱いについては、厚生労働省の了承を得ていることを申し添えます。 

 
 

記 

 
 
1  コーディングデータの提出 
  コーディングデータについては、オンライン、電子媒体又は紙媒体で提出される DPC レ

セプトとは別個に、電子媒体に記録して 10 日までに審査支払機関へ提出願います。 

 
2  DPC レセプト（電子又は紙）とコーディングデータとの紐付け 
  DPC 対象医療機関から別個に提出された DPC レセプト（電子又は紙）とコーディングデ

ータを紐付けした結果、紐付けできないレセプト等が生じた場合は次のとおり取り扱います。 

 
 (1) コーディングデータが紐付かなかった DPC レセプト（電子又は紙） 
   DPC 対象医療機関に照会のうえ、紙により DPC レセプトを返戻します。 
   なお、DPC レセプトを電子レセプトで請求する医療機関にあっては、紐付かなかったレ

セプトの「紐付エラーリスト（レセプト）」（別紙 1－①）を併せて送付します。 

 
 (2) DPC レセプトが紐付かなかったコーディングデータ 
   コーディングデータについて、診療行為別及び日別に集計した紙様式の「コーディング

データ集計表」（別紙 2）を出力し返戻します。 
   なお、DPC レセプトを電子レセプトで請求する医療機関にあっては、紐付かなかったコ

ーディングデータの「紐付エラーリスト（コーディングデータ）」（別紙 1－②）を併せて

送付します。 

 



3  コーディングデータを格納した電子媒体 
  DPC 対象医療機関から提出されたコーディングデータを格納した電子媒体については、審

査支払機関においてデータ読込み処理後、廃棄します。 

 
4  返戻 
  原審査及び再審査により返戻照会を行う場合は、審査支払機関又は保険者が出力したコー

ディングデータ集計表を紙の DPC レセプトに添付して返戻します。 

 
5  返戻レセプトに係るコーディングデータの再提出 
  返戻となった DPC レセプトを再請求する場合のコーディングデータについては、原則返

戻したコーディングデータ集計表を添付して再提出していただくようお願いします。 
  なお、コーディングデータ集計表の修正が困難な場合等やむを得ない場合は、コーディン

グデータを電子媒体に格納して再提出願います。 
  また、コーディングデータを電子媒体に格納して再提出される場合は、返戻レセプトに添

付されているコーディングデータ集計表は DPC 対象医療機関で破棄願います。 










